
 

20  2024.5 労 働 調 査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 
 

 

電機連合は2014年総合労働条件改善闘争から、

生活の安定を図り、個人消費を喚起し経済を好循

環させることを要求根拠に掲げ、10年間継続して

賃金水準改善に取り組み、特に2023年総合労働条

件改善闘争では、これまでの10年間で最高額とな

る大幅な賃金水準引き上げを実現することができ

ました。 

しかしながら、輸入物価やエネルギー価格の高

騰に伴う物価上昇が続く影響から実質賃金を改善

するまでには至りませんでした。特に、生活必需

品とされる品目の物価上昇は顕著であり、組合員

の生活に大きな影響を及ぼしていたことから、生

活の基盤である賃金を引き上げ、生活を守るため

にも実質賃金を改善・向上が求められていました。

また、国際的に見劣りする日本の賃金を中期的に

引き上げるためには、2023年総合労働条件改善闘

争の大幅な賃金水準引き上げを一過性のものとし

ない、継続した取り組みにしていく必要があり、

さらには、電機連合全体で継続した賃金水準引き

上げを行っていくために、原材料価格やエネルギ

ーコスト、労務費の適切な転嫁のための価格交渉

を進めるなど、賃金水準引き上げを実施するため

の環境整備を進める必要がありました。 

これらのような環境の中で、電機連合は2024年

総合労働条件改善闘争を「積極的な「人への投資」

により実質賃金の向上をはかるとともに、経済の

好循環への転換を着実なものとする」ことを基本

方針として掲げ、取り組みを推進しました。 

 

２．電機連合の統一闘争について 
 

 

電機連合は、闘争における日本のリーディング

産業としての賃金相場形成の社会的役割や、統一

的な労使交渉による交渉力の結集と産業横断的な

波及効果を重視し、1962年に「産別統一闘争体制」

を確立して以降、統一闘争に拘った取り組みを推

進しています。 
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電機連合の統一闘争は、闘争体制【図表１】と

して、中央闘争委員会組合（以下、中闘組合）１、

拡大中央闘争委員会組合（以下、拡大中闘組合）

２、地区闘争委員会組合（以下、地闘・地区闘組

合）３から組織され、①闘争日程、②要求内容、

③回答内容、④回答不満時の闘争行動、これら４

つを「統一」し労使交渉を行うことで交渉力の結

集を図り、中闘組合から拡大中闘組合、さらには

地闘・地区闘組合へと波及効果の最大化をめざす

取り組みとなっています。 

2015年総合労働条件改善闘争には、統一闘争強

化の取り組みとして、「何としても守るべき領域」

（左の箱）と「各組合が業績や処遇実態をふまえ、

主体的に処遇改善に取り組む領域」（右の箱）の

２つの領域を設け、取り組みを行っています。

【図表２】「何としても守るべき領域」について

は、基本的に闘争行動を背景として取り組んでい

る項目であり、電機連合全体として「不退転の決

意で取りきらねばならない」要求項目である統一

要求基準として位置付けています。闘争の終盤に

は、この項目の中から「闘争行動回避基準」を設

定するなどの戦術を構え取り組んでいます。また、

2020年総合労働条件改善闘争以降、「人への投資

の柔軟性に関する対応」として、一定条件のもと、

中闘組合の妥結における柔軟性の適用を認める運

用を開始するなど、中闘組合企業の事業や業績の

バラつきが増している現下において、電機連合は

電機産業労使や加盟組合と議論を重ねたうえで、

少しずつ形を変化させながら統一闘争の取り組み

を堅持しています。 

 

【図表１】波及効果を引き出す取り組み 

 

 

 

  

 

１．12組合（パナソニックグループ労連、日立製作所、富士通、東芝、三菱電機、日本電気、シャープ、村田製作所、

富士電機、沖電気工業、安川電機、明電舎） 

２．16組合（日新電機、シンフォニアテクノロジー、山洋電気、ダイヘン、東光高岳、ヤマハ、パイオニア、岩崎電

気、オムロン、コニカミノルタ、日本無線、岩通、日本電気硝子、サンケン電気、ＳＭＫ、ホシデン） 

３．148組合（直加盟組合） １～３は2024年総合労働条件改善闘争時の組織体制 
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【図表２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．賃金要求方式と 

要求基準について 
 

電機連合の「第７次賃金政策」において、賃金

要求の基本的考え方は『「職種基準による個別賃

金要求方式」により、同一職種銘柄での賃金の改

善・平準化を追求する中で、「産業間・内賃金格

差の改善」や「雇用形態の多様化に対応した公正

な賃金決定」の取り組みを推進する。』としてい

ます。また、賃金要求の具体的な水準を検討する

要素として、生計費の観点からの「実質賃金の維

持・向上」、生産性の観点からの「業績や付加価

値の適正配分」、労働力市場の観点からの「賃金

の社会性」の３要素とし、下記の決定要素【図表

３】をふまえて賃金改定必要の有無と具体的要求

水準を検討することとしています。 

2024年闘争においてもこれらの考え方をふまえ、

労働政策委員会を中心に検討・議論を重ねました。

その結果、統一要求基準は「開発・設計職基幹労

働者賃金」は、電機連合モデルによる技術職群の

「職種分類」「開発・設計職」【図表４】、ならび

に「スキル・能力基準」「レベル４」【図表５】に

該当する資格・等級の賃金とし、年齢要素は30歳

相当と位置づけました。また、具体的な水準改善

（ベア）は賃金決定の３要素を軸に熟議を重ねた

結果、2023年総合労働条件改善闘争の要求額を大

幅に上回る「賃金体系維持を図ったうえで13,000

円の水準改善（ベア）を図る」ことを要求するに

至りました。 
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図表３】賃金決定の３要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表４】職種分類（電機連合モデル）※技術職群 
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【図表５】スキル・能力基準（電機連合モデル）※技術職群 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．適正な価格転嫁の取り組み 
 

 

2024年総合労働条件改善闘争において電機連合

は、賃金水準引き上げに資する環境整備に向けた

取り組みに重点をおき、その一環として、「価格

転嫁の状況に関する調査」を実施しました。調査

結果からは、「自社が率先して価格転嫁を要請す

ることへの懸念」や、「多くの企業で労務費の価

格転嫁が一番難しい」など、加盟組合企業におい

て、労務費を含めた適正な価格転嫁が進んでいな

い実態が浮き彫りとなりました。 

闘争期間中の産別労使交渉においては、調査結

果にもとづき経営側に適正な価格転嫁の取り組み

の重要性を訴えるなど、論議を重ねてきました。

その結果、「サプライチェーン全体での価格転嫁

に資する取り組みを推進していくことは産業界の

重要な役割であり、労務費を含めた適正な価格転

嫁の必要性と電機産業各社における実効性ある取

り組みが重要となる」ことについて労使で共通認

識をもつことができました。 

電機産業の各企業は、日本全体のサプライチェ

ーンの一翼を担う企業として、物価や人件費など

の上昇によるコストアップが適切に価格転嫁され、

サプライチェーン全体で生み出した付加価値が適

正に分配されるよう、積極的にこの取り組みに関

与し、強固な国内事業基盤と産業の持続的発展に

つなげる必要があります。また、業種・業態にか

かわらず、公共事業案件も含めたあらゆる商慣行

において、適正な価格転嫁を進めていく必要があ

ります。 
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５．回答状況と波及効果について 
 

 

電機連合は闘争期間中、経済を好循環へと転換

させていくことへの社会的責任や、昨年の闘争に

おいて大幅な賃金水準引き上げを実現したものの

実質賃金を改善するまでには至っていないことな

どをふまえ、要求の趣旨に沿った賃金水準改善で

応える必要があることを経営側に粘り強く訴えま

した。また、中闘各組合の精力的かつ最後まで粘

り強い交渉と緊密な相互連携により、すべての中

闘組合で回答引き出し基準である10,000円以上の

回答を引き出すことができ、さらには多くの中闘

組合で満額となる13,000円の回答を引き出すこと

ができました。 

拡大中闘組合については、中闘組合に準ずる交

渉を展開するとともに、交渉の山場では情報共有

の機会を新たに設けるなど、従来以上の緊密な情

報連携を行い、多くの中闘組合が回答引き出し基

準である10,000円以上の回答を引き出しました。 

電機連合直加盟組合（一括加盟構成組合を含む）

では、５月７日時点で361組合が賃金体系の維持

を図ったうえで水準改善を行い、その内、294組

合が個別賃金要求方式となっており、平均の水準

改善額は11,500円を超えています【図表６】。ま

た、開発・設計職基幹労働者賃金の水準改善額の

分布【図表７】にある通り、271組合中270組合が

水準改善を図り、239組合が10,000円以上、171組

合が13,000円以上の改善を図ることができました。

さらには企業規模間に大きな格差が出なかったこ

とも、特徴の一つです。 

これらは中闘組合ならびに拡大中闘組合の成果

が全体への波及につながり、まさに、電機連合が

取り組んできた統一闘争の真価が遺憾なく発揮さ

れたものであると考えます。 

 

【図表６】統一闘争の波及効果の検証について（一括加盟構成組合を含む） 
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【図表７】開発・設計職基幹労働者賃金の水準改善額の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

６．おわりに 
 

 

2024年総合労働条件改善闘争はこれまでにない

大幅な賃金水準改善を得ることができました。今

次闘争の結果は「積極的な「人への投資」により

実質賃金の向上をはかるとともに、経済の好循環

への転換を着実なものとする」とした基本方針に、

一歩近づけたと考えます。 

組合員の生活を守り、日本の賃金を中期的に引

き上げ、経済の好循環に結び付けていくためにも、

近年の賃金引き上げの成果が実質賃金の改善や経

済の好循環にどの程度寄与していくのか注視しつ

つ、今後の闘争においても継続した賃金水準改善

に取り組む必要があります。あわせて、賃金水準

引き上げの環境整備に向けた「労務費を含めた適

正な価格転嫁の取り組み」を継続していくことも

重要と考えます。電機連合は、本取り組みに関し

て、引き続き実態把握を進め、通年の取り組みや

政策・制度課題として政党・省庁に働きかけると

ともに、工業会や他産別とも連携して取り組んで

いきます。 

 


